
議員発議案第３号
新型コロナウイルス感染症対策の更なる充実強化を求める意見書

新型コロナウイルスの感染拡大は、国民の理解と協力の下、感染防止対策が講じ
られた結果、感染者の減少の兆しが見られ、５月２５日に全ての都道府県で緊急事
態宣言が解除となった。
緊急事態宣言の解除に合わせ、国内では以前の日常生活や経済活動を取り戻そう

、 、 、とする動きがある中 一部の地域では新たな感染が発生していることから 第２波
第３波に備えて、感染拡大防止対策等を強化していく必要がある。
また、数か月にわたる経済活動の停滞による影響はリーマンショックを超え、そ

の復興には数年を要するとの予測もあり、本県においても、県民生活や地域経済へ
の影響が甚大であり、その回復に向けたきめ細かな経済対策や、新しい生活様式に
即した支援策などに継続して取り組む必要がある。
よって、国においては、国民の生命及び健康並びに生活を守るため、第３次補正

予算の編成を含む下記の事項に取り組まれるよう強く要望する。

記

１ 新型コロナウイルスのＰＣＲ検査体制の充実など感染拡大防止を徹底するとと
もに、医療提供体制の充実強化及びその財源確保を図ること。

２ 農林水産業、商工業、サービス業など地域経済を支える事業者に対し、事業が
継続できるよう十分な支援を図るとともに雇用対策等に努めること。

３ 地方公共団体が講じる雇用の維持、地域経済の再始動・活性化等を図る施策を
、 、支援するため 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等については

地方の実情に応じた柔軟な制度とすること。

４ 今後の経済・雇用情勢等に即して、追加の経済対策を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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